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告

示

青
森
県
告
示
第
五
百
二
十
二
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号)

第
十
五
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
十
月
三
十
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

申
請
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

１

名
称

三
菱
製
紙
株
式
会
社

２

住
所

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
三
丁
目
四
番
二
号

３

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

恩
田

怡
彦

二

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
青
森
谷
地

三
菱
製
紙
株
式
会
社
八
戸
工
場
敷
地
内

三

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

汚
泥
の
焼
却
施
設
、
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
焼
却
施
設
、
産
業
廃
棄
物
の
焼
却
施
設

四

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類

汚
泥

(

ペ
ー
パ
ー
ス
ラ
ッ
ジ)

、
紙
く
ず
、
木
く
ず
、
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類

五

申
請
年
月
日

平
成
十
四
年
九
月
二
十
五
日

六

申
請
書
及
び
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
に
及
ぼ
す
影

響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類
の
縦
覧

１

場
所

…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
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…
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青
森
県
環
境
生
活
部
環
境
政
策
課

青
森
県
環
境
保
健
セ
ン
タ
ー
八
戸
環
境
管
理
事
務
所

八
戸
市
生
活
環
境
部
環
境
保
全
課

八
戸
市
生
活
環
境
部
清
掃
事
務
所

２

期
間

平
成
十
四
年
十
月
三
十
日
か
ら
同
年
十
一
月
二
十
九
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
四
十
五
分
ま
で

七

意
見
書
の
提
出

当
該
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
に
関
し
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
知
事
に
生
活
環
境
の

保
全
上
の
見
地
か
ら
の
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
四
年
十
二
月
十
三
日

２

提
出
先

〒
〇
三
〇
―
八
五
七
〇

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青
森
県
環
境
生
活
部
環
境
政
策
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所
及
び
種
類

�

意
見

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

青
森
県
告
示
第
五
百
二
十
三
号

次
の
と
お
り
森
林
を
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第

二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
十
月
三
十
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
追
良
瀬
字
塩
見
山
平
二
一
〇
の
一
・
二
一
〇
の
二
三
三
・
字
相
野
山
大

平
一
二
四
の
一

(

以
上
三
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

、
字
塩
見
山
平
二
一
〇

の
二
四
六
、
大
字
広
戸
字
小
広
戸
一
〇
の
二

二

保
安
林
指
定
の
目
的

風
害
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

�

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
そ
の
他
特
別
の
場
合
の
伐
採
に
係
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

�

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
図｣

及
び

｢

次
の
と
お
り｣

は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
青
森
県
農
林
水

産
部
林
政
課
及
び
深
浦
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

青
森
県
告
示
第
五
百
二
十
四
号

公
有
水
面
埋
立
法

(

大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
四

年
十
月
二
十
一
日
公
有
水
面
の
埋
立
て
の
免
許
の
出
願
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
そ
の
要
領
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
書
面
及
び
図
書
は
、
告
示
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
週
間
、
市
浦
村
役
場
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
四
年
十
月
三
十
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

出
願
人
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

１

出
願
人
の
住
所
及
び
名
称

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県

２

代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
知
事

木
村
守
男
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二

埋
立
区
域

１

位
置

北
津
軽
郡
市
浦
村
大
字
十
三
字
通
行
道
一
一
六
の
一
及
び
一
一
七
の
一
の
地
先
公
有
水
面

２

区
域

次
の
①
の
地
点
か
ら
⑧
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
①
の
地
点
と
⑧
の
地
点
を
結

ぶ
春
分
・
秋
分
の
日
の
満
潮
位

(

東
京
湾
中
等
潮
位
プ
ラ
ス
〇
・
六
二
九
メ
ー
ト
ル)

に
お
け

る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

市
浦
村
多
角
点
十
三
漁
港
原
点

(

Ｘ
座
標
一
一
三
四
二
八
・
八
〇
九
、
Ｙ
座
標
マ

イ
ナ
ス
四
二
四
七
六
・
〇
六
〇)

(

北
緯
四
一
度
〇
一
分
一
四
秒
、
東
経
一
四
〇

度
一
九
分
四
二
秒)
か
ら
二
二
四
度
五
三
分
一
八
秒
三
九
二
・
五
八
メ
ー
ト
ル
の

地
点

②
の
地
点

①
の
地
点
か
ら
二
七
〇
度
〇
分
〇
秒
一
四
八
・
二
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点

②
の
地
点
か
ら
〇
度
〇
分
〇
秒
八
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点

③
の
地
点
か
ら
九
〇
度
〇
分
〇
秒
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点

④
の
地
点
か
ら
一
八
〇
度
〇
分
〇
秒
八
・
二
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑥
の
地
点

⑤
の
地
点
か
ら
九
〇
度
〇
分
〇
秒
一
一
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑦
の
地
点

⑥
の
地
点
か
ら
〇
度
〇
分
〇
秒
二
六
八
・
二
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑧
の
地
点

⑦
の
地
点
か
ら
九
〇
度
〇
分
〇
秒
六
六
・
一
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

二
四
、
一
〇
六
・
〇
六
平
方
メ
ー
ト
ル

三

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

１

位
置

北
津
軽
郡
市
浦
村
大
字
十
三
字
通
行
道
一
一
六
の
一
及
び
一
一
七
の
一
の
地
先
公
有
水
面

２

区
域

次
の
①
の
地
点
か
ら
⑥
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
①
の
地
点
と
⑥
の
地
点
を
結

ぶ
春
分
・
秋
分
の
日
の
満
潮
位

(

東
京
湾
中
等
潮
位
プ
ラ
ス
〇
・
六
二
九
メ
ー
ト
ル)

に
お
け

る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

市
浦
村
多
角
点
十
三
漁
港
原
点

(

Ｘ
座
標
一
一
三
四
二
八
・
八
〇
九
、
Ｙ
座
標
マ

イ
ナ
ス
四
二
四
七
六
・
〇
六
〇)

(

北
緯
四
一
度
〇
一
分
一
四
秒
、
東
経
一
四
〇

度
一
九
分
四
二
秒)

か
ら
二
二
二
度
〇
八
分
五
二
秒
四
一
五
・
六
一
メ
ー
ト
ル
の

地
点

②
の
地
点

①
の
地
点
か
ら
二
七
〇
度
〇
分
〇
秒
一
七
六
・
四
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点

②
の
地
点
か
ら
〇
度
〇
分
〇
秒
一
三
一
・
七
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点

③
の
地
点
か
ら
九
〇
度
〇
分
〇
秒
一
一
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点

④
の
地
点
か
ら
〇
度
〇
分
〇
秒
二
六
八
・
二
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑥
の
地
点

⑤
の
地
点
か
ら
九
〇
度
〇
分
〇
秒
一
〇
〇
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

四
六
、
〇
〇
四
・
八
五
平
方
メ
ー
ト
ル

四

埋
立
地
の
用
途

漁
港
施
設
用
地

公

告

肥
料
登
録
の
有
効
期
間
の
更
新

肥
料
取
締
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号)

第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

十
四
年
十
月
二
十
二
日
次
の
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
十
月
三
十
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
板
柳

東
部
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
十
四
年
十
月
二
十
二
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
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登
録
番
号

肥
料
の
種
類

肥
料
の
名
称

保
証
成
分
量

(

パ
ー
セ
ン
ト)

そ
の
他
の

規

格

生
産
業
者
の
氏

名
又
は
名
称
及

び
住
所

青
森
県
第

二
五
八
号

魚
廃
物
加
工

肥
料

七
・
〇
ニ
ッ

カ
シ
魚
臓
加

工
肥
料
三
号

窒
素
全
量七
・
〇

リ
ン
酸
全
量
二
・
〇

公
定
規
格

の
と
お
り

青
森
県
第

二
七
八
号

副
産
動
物
質

肥
料

六
・
〇
水
産

加
工
副
産
肥

料

窒
素
全
量六
・
〇

リ
ン
酸
全
量
四
・
〇

公
定
規
格

の
と
お
り

八
戸
水
産
飼
料

株
式
会
社

八
戸
市
江
陽
四

丁
目
五
の
一
四

� �
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(

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

発

行

所

・

発

行

人

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

青
森
市
古
川
二
丁
目
一
七
番
五
号

東

奥

印

刷

株

式

会

社

印

刷

所

・

販

売

人

規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
十
月
三
十
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

宅
地
建
物
取
引
業
者
の
事
務
所
の
所
在
地
の
不
明

左
記
の
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
事
務
所
の
所
在
地
を
確
知
で
き
な
い
の
で
、
宅
地
建
物
取
引
業
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号)

第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、
公
告
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
て
も
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
か
ら
申
出
が
な
い
と
き

は
、
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
免
許
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。

平
成
十
四
年
十
月
三
十
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
緑
不
動
産
販
売

二

代
表
者
の
氏
名

山
谷
清
三

三

免
許
証
番
号

青
森
県
知
事

(

四)

第
二
三
四
三
号

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
十
月
三
十
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
大
一
鉱
業

二

代
表
者
の
氏
名

工
藤

恵
子

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

西
津
軽
郡
稲
垣
村
大
字
豊
川
字
初
瀬
山
三
七

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
九)

第
一
二
〇
四
八
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
四
年
十
月
二
十
一
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
と
び
・
土
工
、
ほ
装
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
四
年
十
月
八
日
前
記
建
設
業
者
が
合
併
又
は
破
産
以
外
の
事
由
に
よ
り
解
散
し
た
こ
と

が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定

に
該
当
す
る
。

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
長

瀬
堰
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
十
月
三
十
日

中
南
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

小

野

�

司
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役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
の
年
月
日

理

事

齊
藤

秀
明

中
津
軽
郡
岩
木
町
大
字
一
町
田
字
村
元
六
六
一

の
二

平
成
��･

�･

��

� �


